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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基地局であって、
　メモリを含むコントローラを備え、
　前記コントローラは、自局の無線端末の接続先の候補となる少なくとも一つの無線ＬＡ
Ｎアクセスポイントの識別子を含むリストを前記メモリに記憶するよう構成され、
　前記コントローラは、前記無線ＬＡＮアクセスポイントに接続するノードから、第１の
情報を受信する処理を実行するようさらに構成され、
　前記第１の情報は、前記リストから削除すべき無線ＬＡＮアクセスポイントの識別子を
含み、
　前記コントローラは、
　　前記第１の情報に基づいて、前記リストを更新し、
　　前記第１の情報に基づく更新を拒否するならば、その旨を示す前記第１の情報に対す
る応答を前記ノードへ送る処理を実行するようさらに構成される基地局。
【請求項２】
　前記コントローラは、前記更新されたリストに基づくリストを無線端末へ送信するよう
構成される請求項１に記載の基地局。
【請求項３】
　前記コントローラは、前記第１の情報に対する応答を前記ノードへ送る処理を実行する
よう構成される請求項１に記載の基地局。
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【請求項４】
　前記コントローラは、前記ノードから、第２の情報を受信する処理を実行するよう構成
され、
　前記第２の情報は、前記リストへ追加すべき無線ＬＡＮアクセスポイントの識別子を含
む請求項１に記載の基地局。
【請求項５】
　基地局のための装置であって、
　メモリを含むプロセッサを備え、
　前記プロセッサは、
　　自局の無線端末の接続先の候補となる少なくとも一つの無線ＬＡＮアクセスポイント
の識別子を含むリストを前記メモリに記憶する処理と、
　　前記無線ＬＡＮアクセスポイントに接続するノードから、第１の情報を受信する処理
と、を実行するよう構成され、
　前記第１の情報は、前記リストから削除すべき無線ＬＡＮアクセスポイントの識別子を
含み、
　前記プロセッサは、
　　前記第１の情報に基づいて、前記リストを更新し、
　　前記第１の情報に基づく更新を拒否するならば、その旨を示す前記第１の情報に対す
る応答を前記ノードへ送る処理を実行するようさらに構成される通信装置。
 
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、移動通信網のカバレッジエリアと無線ＬＡＮのカバレッジエリアとの間で待
ち受け先又は接続先を切り替える切替処理を行うシステムで用いる基地局及び無線ＬＡＮ
アクセスポイントに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）に代表される移動通信網の
カバレッジエリアと無線ＬＡＮのカバレッジエリアの少なくとも一部が重複している場合
に、無線端末が移動通信網と無線ＬＡＮとの間で待ち受け先又は接続先を切り替える切替
処理（ネットワークセレクション及びトラフィックステアリング）が提案されている（例
えば、非特許文献１参照）。
【０００３】
　具体的には、切替処理は、無線端末が移動通信網側の第１情報が第１条件を満たすか否
か及び無線端末が無線ＬＡＮ側の第２情報が第２条件を満たすか否かに基づいて行われる
。無線端末が切替処理の判定に用いる第１情報及び第２情報（以下、判定パラメータ）は
、移動通信網に設けられる基地局から無線端末に対して通知される。
【０００４】
　なお、基地局は、待ち受け先又は接続先の候補となる無線ＬＡＮアクセスポイントを示
すＡＰ識別子のリスト（以下、ＡＰリスト）を無線端末に対して通知する。無線端末は、
基地局から通知されたＡＰリストに基づいて、待ち受け先又は接続先の無線ＬＡＮアクセ
スポイントを選択する。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】３ＧＰＰ技術仕様書「ＴＳ　３６．３０４　V１２．２．０」　２０１
４年９月２３日
【発明の概要】
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【０００６】
　一の実施形態に係る基地局は、移動通信網を構成する基地局である。前記基地局は、無
線端末が前記移動通信網から無線ＬＡＮへ待ち受け先又は接続先を切り替える場合に前記
待ち受け先又は前記接続先の候補となる無線ＬＡＮアクセスポイントを示す１以上の識別
子を含む第１の情報を、自基地局配下の無線端末へ送信するトランスミッタと、前記第１
の情報から少なくとも１以上の所定の識別子を除外するための除外要求を、前記無線ＬＡ
Ｎアクセスポイント又は前記無線ＬＡＮアクセスポイントを制御するノードから受信する
レシーバと、を備える。
【０００７】
　一の実施形態に係る無線ＬＡＮアクセスポイントは、無線端末が移動通信網から無線Ｌ
ＡＮへ待ち受け先又は接続先を切り替える場合に前記待ち受け先又は前記接続先の候補と
なる無線ＬＡＮアクセスポイントを示す識別子を含む第１の情報を自基地局配下の無線端
末へ送信する基地局に対して、前記第１の情報から自身の識別子を除外するための除外要
求を送信するトランスミッタを備える。
【０００８】
　一の実施形態に係る基地局は、移動通信網を構成する基地局である。前記基地局は、無
線端末からの無線ＬＡＮアクセスポイントへの接続要求に応じて前記無線ＬＡＮアクセス
ポイントから送信される接続判定の要求を受信するレシーバと、前記接続判定の要求に対
する応答を前記無線ＬＡＮアクセスポイントへ送信するトランスミッタと、を備える。前
記基地局が、前記無線端末が前記無線ＬＡＮアクセスポイントへ接続することを拒否する
場合、前記接続判定の要求に対する応答は、接続拒否理由を示す情報を含む。
【０００９】
　一の実施形態に係る無線ＬＡＮアクセスポイントは、無線ＬＡＮを構成する無線ＬＡＮ
アクセスポイントである。前記無線ＬＡＮアクセスポイントは、無線端末から接続要求を
受信するレシーバと、前記接続要求を拒否する場合、拒否理由を示す情報を含む前記接続
要求に対する応答を前記無線端末へ送信するトランスミッタと、を備える。前記拒否理由
は、前記無線端末が在圏するセルを管理する基地局から受信した接続拒否理由に基づく。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、各実施形態に係る通信システム１を示す図である。
【図２】図２は、各実施形態に係る無線端末１０を示すブロック図である。
【図３】図３は、各実施形態に係る無線基地局１００を示すブロック図である。
【図４】図４は、各実施形態に係るアクセスポイント２００を示すブロック図である。
【図５】図５は、第１実施形態に係る動作を説明するための説明図である。
【図６】図６は、第２実施形態に係る動作を説明するための説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　［実施形態の概要］
　移動通信網において待ち受け又は接続を行っている無線端末は、基地局から直接的な指
示を受けずに、判定パラメータに基づいて無線ＬＡＮへの切り替えの判定を自律的に行う
。このため、基地局又は無線ＬＡＮアクセスポイントが、無線ＬＡＮへの切替処理を望ま
ない場合であっても、無線端末は、判定に従って、ＡＰリスト内の無線ＬＡＮアクセスポ
イントに接続要求を行うことがある。
【００１２】
　この場合、無線ＬＡＮアクセスポイントの接続要求の拒否によって無線端末の接続要求
が無駄になったり、無線ＬＡＮから移動通信網への切替処理がすぐに発生したりする虞が
ある。
【００１３】
　第１実施形態（及びその他実施形態）に係る基地局は、移動通信網を構成する基地局で
ある。前記基地局は、無線端末が前記移動通信網から無線ＬＡＮへ待ち受け先又は接続先
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を切り替える場合に前記待ち受け先又は前記接続先の候補となる無線ＬＡＮアクセスポイ
ントを示す１以上の識別子を含む第１の情報を、自基地局配下の無線端末へ送信するトラ
ンスミッタと、前記第１の情報から少なくとも１以上の所定の識別子を除外するための除
外要求を、前記無線ＬＡＮアクセスポイント又は前記無線ＬＡＮアクセスポイントを制御
するノードから受信するレシーバと、を備える。
【００１４】
　第１実施形態において、前記除外要求は、前記所定の識別子を含む。
【００１５】
　第１実施形態に係る基地局は、前記除外要求に応じて前記第１の情報から前記所定の識
別子を除外するコントローラをさらに備える。
【００１６】
　第１実施形態において、前記コントローラは、前記第１の情報から前記所定の識別子を
除外しない場合、前記除外要求を送信した前記無線ＬＡＮアクセスポイント又は前記ノー
ドに、前記所定の識別子を除外しないことを示す応答を送信する制御を行う。
【００１７】
　第１実施形態において、前記トランスミッタは、前記所定の識別子が除外された前記第
１の情報を自基地局配下の無線端末へ送信する。
【００１８】
　第１実施形態において、前記除外要求は、前記第１の情報から前記所定の識別子を除外
するための理由を示す情報を含む。
【００１９】
　第１実施形態に係る無線ＬＡＮアクセスポイントは、無線端末が移動通信網から無線Ｌ
ＡＮへ待ち受け先又は接続先を切り替える場合に前記待ち受け先又は前記接続先の候補と
なる無線ＬＡＮアクセスポイントを示す識別子を含む第１の情報を自基地局配下の無線端
末へ送信する基地局に対して、前記第１の情報から自身の識別子を除外するための除外要
求を送信するトランスミッタを備える。
【００２０】
　第２実施形態に係る基地局は、移動通信網を構成する基地局である。前記基地局は、無
線端末からの無線ＬＡＮアクセスポイントへの接続要求に応じて前記無線ＬＡＮアクセス
ポイントから送信される接続判定の要求を受信するレシーバと、前記接続判定の要求に対
する応答を前記無線ＬＡＮアクセスポイントへ送信するトランスミッタと、を備える。前
記基地局が、前記無線端末が前記無線ＬＡＮアクセスポイントへ接続することを拒否する
場合、前記接続判定の要求に対する応答は、接続拒否理由を示す情報を含む。
【００２１】
　第２実施形態において、前記接続判定の要求は、前記無線ＬＡＮアクセスポイントのス
ループットに関する情報、前記無線ＬＡＮアクセスポイントの負荷に関する情報、及び、
前記無線ＬＡＮアクセスポイントの送信停止時間に関する情報の少なくともいずれかの情
報を含む。
【００２２】
　第２実施形態において、前記接続拒否理由は、負荷バランシング、前記無線ＬＡＮアク
セスポイントが送信を停止する予定であること、前記無線端末のハンドオーバ手順が実行
中であること、及び、前記無線ＬＡＮアクセスポイントのスループットが十分でないこと
の少なくともいずれかが原因であることを示す。
【００２３】
　第２実施形態において、前記トランスミッタは、前記接続判定の要求が必要な無線端末
を指定する情報及び前記接続判定の要求が必要な時間を指定する情報の少なくとも一方の
情報を、前記無線ＬＡＮアクセスポイントへ送信する。
【００２４】
　第２実施形態に係る無線ＬＡＮアクセスポイントは、無線ＬＡＮを構成する無線ＬＡＮ
アクセスポイントである。前記無線ＬＡＮアクセスポイントは、無線端末から接続要求を
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受信するレシーバと、前記接続要求を拒否する場合、拒否理由を示す情報を含む前記接続
要求に対する応答を前記無線端末へ送信するトランスミッタと、を備える。前記拒否理由
は、前記無線端末が在圏するセルを管理する基地局から受信した接続拒否理由に基づく。
【００２５】
　第２実施形態に係る無線ＬＡＮアクセスポイントは、前記接続要求を受信した場合に、
前記無線ＬＡＮアクセスポイントへの接続判定を前記基地局に要求する制御を行うコント
ローラをさらに備える。前記基地局からの前記接続拒否理由は、前記接続判定の要求に対
する応答に含まれる。
【００２６】
　第２実施形態において、前記拒否理由は、負荷バランシング、前記無線端末のハンドオ
ーバ手順が実行中であること、及び、前記無線ＬＡＮアクセスポイントが送信を停止する
予定であること、及び、前記無線ＬＡＮアクセスポイントのスループットが十分でないこ
との少なくともいずれかが原因であることを示す。
【００２７】
　第２実施形態において、前記拒否理由は、前記基地局から受信した前記接続拒否理由と
同一である。
【００２８】
　［第１実施形態］
　（通信システム）
　以下において、第１実施形態に係る通信システムについて説明する。図１は、第１実施
形態に係る通信システム１を示す図である。
【００２９】
　図１に示すように、通信システム１は、無線基地局１００と、アクセスポイント２００
とを有する。また、通信システム１は、無線基地局１００又はアクセスポイント２００と
接続可能な無線端末１０を備える。
【００３０】
　無線端末１０は、携帯電話又はタブレットなどの端末である。無線端末１０は、無線基
地局１００と無線通信を行う機能に加えて、アクセスポイント２００と無線通信を行う機
能を有する。
【００３１】
　無線基地局１００は、第１カバレッジエリア１００Ａを有しており、第１カバレッジエ
リア１００Ａにおいて、ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）に代表され
る移動通信サービスを提供する。無線基地局１００は、１つ又は複数のセルを管理してお
り、第１カバレッジエリア１００Ａは、１つ又は複数のセルによって構成される。無線基
地局１００は、移動通信網のエンティティである。なお、セルとは、地理的なエリアを示
す用語と考えてもよく、無線端末１０と無線通信を行う機能と考えてもよい。
【００３２】
　アクセスポイント２００は、第２カバレッジエリア２００Ａを有しており、第２カバレ
ッジエリア２００Ａにおいて、無線ＬＡＮサービスを提供する。アクセスポイント２００
は、無線ＬＡＮのエンティティである。第２カバレッジエリア２００Ａの少なくとも一部
は、第１カバレッジエリア１００Ａと重複する。第２カバレッジエリア２００Ａの全部が
第１カバレッジエリア１００Ａと重複していてもよい。一般的には、第２カバレッジエリ
ア２００Ａは、第１カバレッジエリア１００Ａよりも小さい。
【００３３】
　（適用シーン）
　第１実施形態において、無線端末が移動通信網と無線ＬＡＮとの間で待ち受け先又は接
続先を切り替える切替処理（例えば、ネットワークセレクション及びトラフィックステア
リング）を行う方法について説明する。ＲＲＣコネクティッド状態又はＲＲＣアイドル状
態の無線端末１０は、移動通信網（セルラ通信ネットワーク）及び無線ＬＡＮ（ＷＬＡＮ
通信ネットワーク）のうちデータ（パケット）を送受信するネットワークを選択するため
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に切り替える処理を行う。具体的には、移動通信網側の第１情報が第１条件を満たしてお
り、かつ、無線ＬＡＮ側の第２情報が第２条件を満たしている状態が所定期間に亘って継
続する場合に、切替処理（例えば、ネットワークセレクション及びトラフィックステアリ
ング）が実行される。
【００３４】
　第１実施形態において、切替処理は、移動通信網から無線ＬＡＮに対して待ち受け先又
は接続先を切り替える処理、及び、無線ＬＡＮから移動通信網に対して待ち受け先又は接
続先を切り替える処理の双方を含む。
【００３５】
　ここで、移動通信網側の第１情報は、例えば、受信信号の信号レベル（ＲＳＲＰ；Ｒｅ
ｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｐｏｗｅｒ）の測定結果（ＲＳＲＰ
ｍｅａｓ）及び受信信号の信号品質（ＲＳＲＱ；Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｒ
ｅｃｅｉｖｅｄ　Ｑｕａｌｉｔｙ）の測定結果（ＲＳＲＱｍｅａｓ）である。
【００３６】
　無線ＬＡＮ側の第２情報は、例えば、無線ＬＡＮのチャネル利用値（ＣｈａｎｎｅｌＵ
ｔｉｌｉｚａｔｉｏｎＷＬＡＮ）、無線ＬＡＮの下りリンクのバックホール値（Ｂａｃｋ
ｈａｕｌＲａｔｅＤｌＷＬＡＮ）、無線ＬＡＮの上りリンクのバックホール値（Ｂａｃｋ
ｈａｕｌＲａｔｅＵｌＷＬＡＮ）、受信信号の信号レベル（ＲＳＳＩ；Ｒｅｃｅｉｖｅｄ
　Ｓｉｇｎａｌ　Ｓｔｒｅｎｇｔｈ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）である。
【００３７】
　（移動通信網から無線ＬＡＮに対する切替処理）
　移動通信網から無線ＬＡＮに対して待ち受け先又は接続先を切り替える第１条件は、例
えば、以下の条件（１ａ）又は（１ｂ）のいずれかが満たされることである。但し、第１
条件は、以下の条件（１ａ）～（１ｂ）の全てが満たされることであってもよい。
【００３８】
　（１ａ）ＲＳＲＰｍｅａｓ＜ＴｈｒｅｓｈＳｅｒｖｉｎｇＯｆｆｌｏａｄＷＬＡＮ，Ｌ

ｏｗＰ

　（１ｂ）ＲＳＲＱｍｅａｓ＜ＴｈｒｅｓｈＳｅｒｖｉｎｇＯｆｆｌｏａｄＷＬＡＮ，Ｌ

ｏｗＱ

【００３９】
　なお、“ＴｈｒｅｓｈＳｅｒｖｉｎｇＯｆｆｌｏａｄＷＬＡＮ，ＬｏｗＰ”及び“Ｔｈ
ｒｅｓｈＳｅｒｖｉｎｇＯｆｆｌｏａｄＷＬＡＮ，ＬｏｗＱ”は、無線基地局１００から
提供される閾値又は予め定められた閾値である。
【００４０】
　移動通信網から無線ＬＡＮに対して待ち受け先又は接続先を切り替える第２条件は、例
えば、以下の条件（１ｃ）～（１ｆ）の全てが満たされることである。但し、第２条件は
、以下の条件（１ｃ）～（１ｆ）のいずれかが満たされることであってもよい。
【００４１】
　（１ｃ）ＣｈａｎｎｅｌＵｔｉｌｉｚａｔｉｏｎＷＬＡＮ＜ＴｈｒｅｓｈＣｈＵｔｉｌ

ＷＬＡＮ，Ｌｏｗ

　（１ｄ）ＢａｃｋｈａｕｌＲａｔｅＤｌＷＬＡＮ＞ＴｈｒｅｓｈＢａｃｋｈＲａｔｅＤ

ＬＷＬＡＮ，Ｈｉｇｈ

　（１ｅ）ＢａｃｋｈａｕｌＲａｔｅＵｌＷＬＡＮ＞ＴｈｒｅｓｈＢａｃｋｈＲａｔｅＵ

ＬＷＬＡＮ，Ｈｉｇｈ

　（１ｆ）ＲＳＳＩ＞ＴｈｒｅｓｈＢＥＡＣＯＮSＲＳＳＩ，Ｈｉｇｈ

【００４２】
　なお、“ＴｈｒｅｓｈＣｈＵｔｉｌＷＬＡＮ，Ｌｏｗ”、“ＴｈｒｅｓｈＢａｃｋｈＲ

ａｔｅＤＬＷＬＡＮ，Ｈｉｇｈ”、“ＴｈｒｅｓｈＢａｃｋｈＲａｔｅＵＬＷＬＡＮ，Ｈ

ｉｇｈ”及び“ＴｈｒｅｓｈＢＥＡＣＯＮSＲＳＳＩ，Ｈｉｇｈ”は、基地局１００から
提供される閾値又は予め定められた閾値である。
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【００４３】
　（無線ＬＡＮから移動通信網に対する切替処理）
　無線ＬＡＮから移動通信網に対して待ち受け先又は接続先を切り替える第１条件は、例
えば、以下の条件（２ａ）及び（２ｂ）が満たされることである。但し、第１条件は、以
下の条件（２ａ）又は（２ｂ）のいずれかが満たされることであってもよい。
【００４４】
　（２ａ）ＲＳＲＰｍｅａｓ＞ＴｈｒｅｓｈＳｅｒｖｉｎｇＯｆｆｌｏａｄＷＬＡＮ，Ｈ

ｉｇｈＰ

　（２ｂ）ＲＳＲＱｍｅａｓ＞ＴｈｒｅｓｈＳｅｒｖｉｎｇＯｆｆｌｏａｄＷＬＡＮ，Ｈ

ｉｇｈＱ

【００４５】
　なお、“ＴｈｒｅｓｈＳｅｒｖｉｎｇＯｆｆｌｏａｄＷＬＡＮ，ＨｉｇｈＰ”及び“Ｔ
ｈｒｅｓｈＳｅｒｖｉｎｇＯｆｆｌｏａｄＷＬＡＮ，ＨｉｇｈＱ”は、基地局１００から
提供される閾値又は予め定められた閾値である。
【００４６】
　無線ＬＡＮから移動通信網に対して待ち受け先又は接続先を切り替える第２条件は、例
えば、以下の条件（２ｃ）～（２ｆ）のいずれかが満たされることである。但し、第２条
件は、以下の条件（２ｃ）～（２ｆ）の全てが満たされることであってもよい。
【００４７】
　（２ｃ）ＣｈａｎｎｅｌＵｔｉｌｉｚａｔｉｏｎＷＬＡＮ＞ＴｈｒｅｓｈＣｈＵｔｉｌ

ＷＬＡＮ，Ｈｉｇｈ

　（２ｄ）ＢａｃｋｈａｕｌＲａｔｅＤｌＷＬＡＮ＜ＴｈｒｅｓｈＢａｃｋｈＲａｔｅＤ

ＬＷＬＡＮ，Ｌｏｗ

　（２ｅ）ＢａｃｋｈａｕｌＲａｔｅＵｌＷＬＡＮ＜ＴｈｒｅｓｈＢａｃｋｈＲａｔｅＵ

ＬＷＬＡＮ，Ｌｏｗ

　（２ｆ）ＲＳＳＩ＜ＴｈｒｅｓｈＢＥＡＣＯＮSＲＳＳＩ，Ｌｏｗ

【００４８】
　なお、“ＴｈｒｅｓｈＣｈＵｔｉｌＷＬＡＮ，Ｈｉｇｈ”、“ＴｈｒｅｓｈＢａｃｋｈ

ＲａｔｅＤＬＷＬＡＮ，Ｌｏｗ”、“ＴｈｒｅｓｈＢａｃｋｈＲａｔｅＵＬＷＬＡＮ，Ｌ

ｏｗ”及び“ＴｈｒｅｓｈＢＥＡＣＯＮSＲＳＳＩ，Ｌｏｗ”は、基地局１００から提供
される閾値又は予め定められた閾値である。
【００４９】
　なお、上述した閾値が提供されていない場合には、無線端末１０は、閾値が提供されて
いない情報の取得（すなわち、受信又は測定）を省略してもよい。
【００５０】
　第１実施形態において、上述した各種閾値は、移動通信網と無線ＬＡＮとの間で待ち受
け先又は接続先を切り替える切替処理を行うか否かを判定するための判定パラメータ（例
えば、ＲＡＮ　ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ　ｐａｒａｍｅｔｅｒ）の一例である。すなわち、
判定パラメータは、“ＴｈｒｅｓｈＳｅｒｖｉｎｇＯｆｆｌｏａｄＷＬＡＮ，ＬｏｗＰ”
、“ＴｈｒｅｓｈＳｅｒｖｉｎｇＯｆｆｌｏａｄＷＬＡＮ，ＬｏｗＱ”、“Ｔｈｒｅｓｈ

ＣｈＵｔｉｌＷＬＡＮ，Ｌｏｗ”、“ＴｈｒｅｓｈＢａｃｋｈＲａｔｅＤＬＷＬＡＮ，Ｈ

ｉｇｈ”、“ＴｈｒｅｓｈＢａｃｋｈＲａｔｅＵＬＷＬＡＮ，Ｈｉｇｈ”、“Ｔｈｒｅｓ
ｈＢＥＡＣＯＮSＲＳＳＩ，Ｈｉｇｈ”、“ＴｈｒｅｓｈＳｅｒｖｉｎｇＯｆｆｌｏａｄ

ＷＬＡＮ，ＨｉｇｈＰ”、“ＴｈｒｅｓｈＳｅｒｖｉｎｇＯｆｆｌｏａｄＷＬＡＮ，Ｈｉ

ｇｈＱ”、“ＴｈｒｅｓｈＣｈＵｔｉｌＷＬＡＮ，Ｈｉｇｈ”、“ＴｈｒｅｓｈＢａｃｋ

ｈＲａｔｅＤＬＷＬＡＮ，Ｌｏｗ”、“ＴｈｒｅｓｈＢａｃｋｈＲａｔｅＵＬＷＬＡＮ，

Ｌｏｗ”及び“ＴｈｒｅｓｈＢＥＡＣＯＮSＲＳＳＩ，Ｌｏｗ”の中から選択された１つ
以上の値を含む。
【００５１】
　さらに、判定パラメータは、無線端末が第１条件又は第２条件を満たしている状態を継
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続すべき所定期間（ＴｓｔｅｅｒｉｎｇＷＬＡＮ）を含んでもよい。或いは、判定パラメ
ータは、無線端末が移動通信網から無線ＬＡＮに対して待ち受け先又は接続先を切り替え
るオフロード処理を行った場合に、後述する無線端末１０が保持すべき所定期間（Ｔ３５
０タイマ値）を含んでもよい。
【００５２】
　判定パラメータとしては、無線基地局１００から無線端末１０に対して個別に通知され
る個別パラメータ及び無線基地局１００から無線端末１０に対して報知される報知パラメ
ータが存在する。個別パラメータは、例えば、無線基地局１００から無線端末１０に送信
されるＲＲＣメッセージ（例えば、ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕ
ｒａｔｉｏｎ）に含まれる。報知パラメータは、例えば、無線基地局１００から報知され
るＳＩＢ（例えば、ＷＬＡＮ－ＯｆｆｌｏａｄＣｏｎｆｉｇ－ｒ１２）に含まれる。無線
端末１０は、報知パラメータに加えて個別パラメータを受信した場合に、報知パラメータ
よりも個別パラメータを優先して適用することに留意すべきである。
【００５３】
　（無線端末）
　以下において、第１実施形態に係る無線端末について説明する。図２は、第１実施形態
に係る無線端末１０を示すブロック図である。
【００５４】
　図２に示すように、無線端末１０は、ＬＴＥ無線通信部（トランスミッタ／レシーバ）
１１と、ＷＬＡＮ無線通信部（トランスミッタ／レシーバ）１２と、制御部（コントロー
ラ）１３とを有する。
【００５５】
　ＬＴＥ無線通信部１１は、無線基地局１００と無線通信を行う機能を有し、例えば、無
線送受信機によって構成される。例えば、ＬＴＥ無線通信部１１は、無線基地局１００か
ら参照信号を定期的に受信する。ＬＴＥ無線通信部１１は、参照信号の信号レベル（ＲＳ
ＲＰ）及び参照信号の信号品質（ＲＳＲＱ）を定期的に測定する。ＬＴＥ無線通信部１１
は、判定パラメータとして個別パラメータ及び報知パラメータを無線基地局１００から受
信する。
【００５６】
　ＷＬＡＮ無線通信部１２は、アクセスポイント２００と無線通信を行う機能を有し、例
えば、無線送受信機によって構成される。例えば、ＷＬＡＮ無線通信部１２は、アクセス
ポイント２００からビーコン又はプローブ応答を受信する。ビーコン又はプローブ応答は
、ＢＢＳ　Ｌｏａｄ情報要素を含み、無線ＬＡＮのチャネル利用値（ＣｈａｎｎｅｌＵｔ
ｉｌｉｚａｔｉｏｎＷＬＡＮ）は、ＢＢＳ　Ｌｏａｄ情報要素から取得することができる
。
【００５７】
　ＷＬＡＮ無線通信部１２は、アクセスポイント２００に対する要求（ＧＡＳ（Ｇｅｎｅ
ｒｉｃ　Ａｄｖｅｒｔｉｓｅｍｅｎｔ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）　Ｒｅｑｕｅｓｔ）に応じてア
クセスポイント２００から返信される応答（ＧＡＳ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ）を受信する。応
答（ＧＡＳ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ）は、無線ＬＡＮの下りリンクのバックホール値（Ｂａｃ
ｋｈａｕｌＲａｔｅＤｌＷＬＡＮ）及び無線ＬＡＮの上りリンクのバックホール値（Ｂａ
ｃｋｈａｕｌＲａｔｅＵｌＷＬＡＮ）を含む。このような問合せ手順は、ＷＦＡ（Ｗｉ－
Ｆｉ　Ａｌｌｉａｎｃｅ）のＨｏｔｓｐｏｔ２．０で規定されるＡＮＱＰ（Ａｃｃｅｓｓ
　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｑｕｅｒｙ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）に従って行われる。
【００５８】
　ＷＬＡＮ無線通信部１２は、アクセスポイント２００から信号を受信する。ＷＬＡＮ無
線通信部１２は、受信信号の信号レベル（ＲＳＳＩ）を測定する。受信信号の信号レベル
（ＲＳＳＩ）は、ビーコン又はプローブ応答の信号強度である。
【００５９】
　制御部１３は、ＣＰＵ（プロセッサ）及びメモリ等によって構成されており、無線端末
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１０を制御する。具体的には、制御部１３は、ＬＴＥ無線通信部１１及びＷＬＡＮ無線通
信部１２を制御する。また、制御部１３は、移動通信網側の第１情報が第１条件を満たし
ており、かつ、無線ＬＡＮ側の第２情報が第２条件を満たしている状態が所定期間に亘っ
て継続する場合に、移動通信網と無線ＬＡＮとの間で待ち受け先又は接続先を切り替える
切替処理を実行する。
【００６０】
　制御部１３は、移動通信網から無線ＬＡＮに対して待ち受け先又は接続先を切り替える
オフロード処理を行った後に、無線ＬＡＮから移動通信網に対して待ち受け先又は接続先
を切り替えるオンロード処理（又はリオフロード処理）を行った場合に、個別パラメータ
を破棄する。
【００６１】
　詳細には、制御部１３は、原則として、オフロード処理に伴ってアイドル状態へ遷移が
行われる際に無線端末１０が起動する所定タイマ（上述した（Ｔ３５０タイマ）が起動さ
れている期間（Ｔ３５０タイマ値）において、個別パラメータを保持するように構成され
ている。言い換えると、制御部１３は、所定タイマの満了又は所定タイマの停止によって
、個別パラメータを破棄するように構成されている。
【００６２】
　（無線基地局）
　以下において、第１実施形態に係る無線基地局について説明する。図３は、第１実施形
態に係る無線基地局１００を示すブロック図である。
【００６３】
　図３に示すように、無線基地局１００は、ＬＴＥ無線通信部（トランスミッタ／レシー
バ）１１０と、制御部（コントローラ）１２０と、ネットワークインターフェイス（トラ
ンスミッタ／レシーバ）１３０とを有する。
【００６４】
　ＬＴＥ無線通信部１１０は、無線端末１０と無線通信を行う機能を有する。例えば、Ｌ
ＴＥ無線通信部１１０は、無線端末１０に対して参照信号を定期的に送信する。ＬＴＥ無
線通信部１１０は、例えば、無線送受信機によって構成される。ＬＴＥ無線通信部１１０
は、判定パラメータとして個別パラメータ及び報知パラメータを無線端末１０に送信する
。上述したように、ＬＴＥ無線通信部１１０は、ＲＲＣメッセージ（例えば、ＲＲＣ　Ｃ
ｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）によって個別パラメータを無線
端末１０に通知し、ＳＩＢ（例えば、ＷＬＡＮ－ＯｆｆｌｏａｄＣｏｎｆｉｇ－ｒ１２）
によって報知パラメータを無線端末１０に通知する。
【００６５】
　制御部１２０は、ＣＰＵ（プロセッサ）及びメモリ等によって構成されており、無線基
地局１００を制御する。具体的には、制御部１２０は、ＬＴＥ無線通信部１１０及びネッ
トワークインターフェイス１３０を制御する。なお、制御部１２０を構成するメモリが記
憶部として機能してもよいし、制御部１２０を構成するメモリとは別に記憶部を構成する
メモリが設けられてもよい。
【００６６】
　ネットワークインターフェイス１３０は、Ｘ２インターフェイスを介して近隣基地局と
接続され、Ｓ１インターフェイスを介してＭＭＥ／Ｓ－ＧＷと接続される。ネットワーク
インターフェイス１３０は、Ｘ２インターフェイス上で行う通信及びＳ１インターフェイ
ス上で行う通信に用いられる。また、ネットワークインターフェイス１３０は、所定のイ
ンターフェイスを介してアクセスポイント２００と接続されてもよい。ネットワークイン
ターフェイス１３０は、アクセスポイント２００との通信に用いられる。
【００６７】
　（アクセスポイント）
　以下において、第１実施形態に係るアクセスポイントについて説明する。図４は、第１
実施形態に係るアクセスポイント２００を示すブロック図である。
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【００６８】
　図４に示すように、アクセスポイント２００は、ＷＬＡＮ無線通信部（トランスミッタ
／レシーバ）２１０と、制御部（コントローラ）２２０と、ネットワークインターフェイ
ス（トランスミッタ／レシーバ）２３０とを有する。
【００６９】
　ＷＬＡＮ無線通信部２１０は、無線端末１０と無線通信を行う機能を有し、無線端末１
０のＷＬＡＮ無線通信部１２と同様の機能を有する。なお、ＷＬＡＮ無線通信部２１０は
、無線端末１０からの接続要求を受信する。また、ＷＬＡＮ無線通信部２１０は、無線端
末１０に接続要求に対する応答を送信する。
【００７０】
　制御部２２０は、ＣＰＵ（プロセッサ）及びメモリ等によって構成されており、アクセ
スポイント２００を制御する。具体的には、制御部２２０は、ＷＬＡＮ無線通信部２１０
及びネットワークインターフェイス２３０を制御する。なお、制御部２２０を構成するメ
モリが記憶部として機能してもよいし、制御部２２０を構成するメモリとは別に記憶部を
構成するメモリが設けられてもよい。
【００７１】
　ネットワークインターフェイス２３０は、所定のインターフェイスを介してバックホー
ルと接続される。ネットワークインターフェイス２３０は、無線基地局１００との通信に
用いられる。ネットワークインターフェイス２３０は、所定のインターフェイスを介して
、無線基地局１００と直接的に接続されてもよい。
【００７２】
　（切替処理の判定）
　以下において、切替処理の判定について、移動通信網から無線ＬＡＮに対する切替処理
を例に挙げて説明する。
【００７３】
　第１に、第１情報が第１条件を満たしている状態が所定期間（ＴｓｔｅｅｒｉｎｇＷＬ
ＡＮ）に亘って継続するか否かを判定する方法について説明する。第１情報は、参照信号
の信号レベル（ＲＳＲＰ）の測定結果（ＲＳＲＰｍｅａｓ）又は参照信号の信号品質（Ｒ
ＳＲＱ）の測定結果（ＲＳＲＱｍｅａｓ）であり、参照信号は短い周期で定期的に受信さ
れ、ＲＳＲＰｍｅａｓ又はＲＳＲＱｍｅａｓが比較的に短い周期で測定される。すなわち
、ＲＳＲＰｍｅａｓ又はＲＳＲＱｍｅａｓは、時間軸方向において連続的に取得される。
【００７４】
　第２に、第２情報が第２条件を満たしている状態が所定期間（ＴｓｔｅｅｒｉｎｇＷＬ
ＡＮ）に亘って継続するか否かを判定する方法について説明する。第２情報を取得する周
期について取り決めがない。すなわち、第２情報（例えば、ＢａｃｋｈａｕｌＲａｔｅＤ
ｌＷＬＡＮ又はＢａｃｋｈａｕｌＲａｔｅＵｌＷＬＡＮ）は、時間軸方向において離散的
に取得される。
【００７５】
　（第１実施形態に係る動作）
　次に、第１実施形態に係る動作について、図５を用いて説明する。図５は、第１実施形
態に係る動作を説明するための図である。図５は、図１と同様の動作環境である。
【００７６】
　無線端末１０は、第１カバレッジエリア１００Ａに在圏する。「在圏」とは、無線基地
局１００が管理するセルにおいて待ち受け状態（ＲＲＣアイドル状態）であってもよく、
無線基地局１００が管理するセルに接続された接続状態（ＲＲＣコネクティッド状態）で
あってもよい。無線端末１０は、移動通信網において待ち受け状態又は接続状態である。
【００７７】
　無線基地局１００は、無線ＬＡＮにおける待ち受け先又は接続先の候補となるアクセス
ポイント２００を示す識別子のリスト（以下、ＷＬＡＮＩＤリスト）を無線端末１０に送
信する。無線基地局１００は、ＳＩＢによって、ＷＬＡＮＩＤリストを無線端末１０に送
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信する。無線端末１０は、ＷＬＡＮＩＤリスト内の識別子によって示されるアクセスポイ
ント２００からの無線信号及び判定パラメータに基づいて切替処理を行うか否かを自律的
に判定する。無線端末１０は、移動通信網から無線ＬＡＮへの切替処理を行うと判定した
場合、当該アクセスポイント２００に接続要求（Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　ｒｅｑｕｅｓ
ｔ）を送信する（図６参照）。
【００７８】
　アクセスポイント２００は、無線端末１０からの接続要求を受信した場合、接続要求に
対する応答（Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ）を無線端末１０に送信する。
アクセスポイント２００は、接続要求の承認を示す情報又は接続要求の拒否を示す情報の
いずれかを含む接続要求に対する応答を無線端末１０に送信する。
【００７９】
　第１実施形態は、無線端末１０の無線ＬＡＮへの切替処理を、アクセスポイント２００
が望まないケースである。例えば、アクセスポイント２００は、アクセスポイント２００
の負荷が大きい場合、無線端末１０の接続（要求）を望まない。また、アクセスポイント
２００は、処理負荷（ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　ｌｏａｄ）が大きい場合、無線端末１０の
接続（要求）を望まなくてもよい。アクセスポイント２００は、所定時間内に送信を停止
する（例えば、所定時間内に電源がオフになる）予定である場合に、無線端末１０の接続
を望まなくてもよい。また、アクセスポイント２００のスループットが十分でない（無線
端末１０に十分なスループットを提供できない）場合に、無線端末１０の接続を望まなく
てもよい。また、アクセスポイント２００に接続している無線端末の数が閾値を超えてい
る場合に、無線端末１０の接続を望まなくてもよい。
【００８０】
　図５に示すように、無線端末１０の接続を望まない場合、アクセスポイント２００は、
除外要求（ＷＬＡＮＩＤ　ＲＥＭＯＶＥ　ＲＥＱＵＥＳＴ）を無線基地局１００に送信す
る。アクセスポイント２００は、無線基地局１００との直接的なインターフェイス又はバ
ックホールを介して、除外要求を無線基地局１００に送信する。
【００８１】
　除外要求は、無線基地局１００が保持するＷＬＡＮＩＤリストから少なくとも１以上の
アクセスポイント２００の識別子を除外するための要求である。除外要求は、ＷＬＡＮＩ
Ｄリストから除外すべき所定のアクセスポイント２００の識別子を含む。所定のアクセス
ポイント２００の識別子は、例えば、ＢＳＳＩＤ、ＳＳＩＤなどである。除外要求は、無
線ＬＡＮにおけるネットワーク識別子（ＥＳＳＩＤ）を含んでもよい。
【００８２】
　除外要求は、ＷＬＡＮＩＤリストからアクセスポイント２００の識別子を除外するため
の理由（Ｃａｕｓｅ）を示す情報を含んでもよい。除外理由は、例えば、少なくとも以下
のいずれかが理由（原因）である。
【００８３】
　　・アクセスポイント２００の負荷が大きい（Ｏｖｅｒ　ｌｏａｄ）
　　・アクセスポイント２００の処理負荷が大きい（Ｏｖｅｒ　ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　
ｌｏａｄ）
　　・アクセスポイント２００が所定時間内に送信を停止する（Ｔｕｒｎ　ｏｆｆ　ｐｌ
ａｎ）
　　・アクセスポイント２００のスループットが十分でない（Ｎｏｔ　ａｖａｉｌａｂｌ
ｅ　ｓｕｆｆｉｃｉｅｎｔ　ｔｈｒｏｕｇｈｐｕｔ）
【００８４】
　除外理由が「Ｏｖｅｒ　ｌｏａｄ」又は「Ｏｖｅｒ　ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　ｌｏａｄ
」である場合、除外要求は、アクセスポイント２００の負荷に関する情報を含んでもよい
。アクセスポイント２００の負荷に関する情報は、例えば、負荷の大きさを示す情報であ
る。具体的には、負荷の大きさを示す情報は、Ｈｉｇｈ、Ｍｉｄｄｌｅ、Ｌｏｗのいずれ
かであってもよいし、整数値であってもよい。また、除外理由が「Ｏｖｅｒ　ｌｏａｄ」
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である場合、負荷の大きさを示す情報は、Ｃｏｍｐｓｉｔｅ　ａｖａｉｌａｂｌｅ　ｃａ
ｐａｃｉｔｙ　ＩＥと同じ指標であってもよい。
【００８５】
　除外理由が「Ｔｕｒｎ　ｏｆｆ　ｐｌａｎ」である場合、除外要求は、アクセスポイン
ト２００の送信停止時間に関する情報を含んでもよい。具体的には、送信停止時間に関す
る情報は、送信停止時刻又は所定時間を示すタイマを示す情報である。なお、アクセスポ
イント２００が送信を停止する場合、アクセスポイント２００は、ＷＬＡＮ無線通信部２
１０を停止することによって、送信を停止してもよいし、アクセスポイント２００の電源
がオフになることによって、送信を停止してもよい。
【００８６】
　除外理由が「Ｎｏｔ　ａｖａｉｌａｂｌｅ　ｓｕｆｆｉｃｉｅｎｔ　ｔｈｒｏｕｇｈｐ
ｕｔ」を示す場合、アクセスポイント２００のスループットに関する情報を含んでもよい
。スループットに関する情報は、現在の測定スループットを示す情報であってもよいし、
達成可能と予測されたスループットを示す情報であってもよい。
【００８７】
　無線基地局１００は、除外要求を受信した場合、除外要求に応じて、ＷＬＡＮＩＤリス
トからアクセスポイント２００の識別子を除外してもよい。或いは、無線基地局１００は
、ＷＬＡＮＩＤリストからアクセスポイント２００の識別子を除外するか否かを判定して
もよい。無線基地局１００は、例えば、除外要求に含まれる除外理由に基づいて、アクセ
スポイント２００の識別子を除外するか否かを判定する。例えば、無線基地局１００は、
負荷の大きさを示す情報が閾値よりも低い場合は、アクセスポイント２００の識別子を除
外しないと判定する。当該閾値は、無線基地局１００の負荷に応じて変動する閾値であっ
てもよい。或いは、無線基地局１００は、アクセスポイント２００のスループットが閾値
よりも高い場合は、アクセスポイント２００の識別子を除外しないと判定する。当該閾値
は、自セル内の無線端末１０のＱｏＳに応じて変動する閾値であってもよい。
【００８８】
　無線基地局１００は、除外要求に対する応答をアクセスポイント２００に送信してもよ
い。無線基地局１００は、除外要求を拒否する場合、すなわち、アクセスポイント２００
の識別子を除外しない場合に、当該応答をアクセスポイント２００に送信してもよい。こ
れにより、アクセスポイント２００は、ＷＬＡＮＩＤリストから自身の識別子が除外され
ていないことを知ることができる。
【００８９】
　なお、アクセスポイント２００は、無線基地局１００からのＳＩＢに含まれるＷＬＡＮ
ＩＤリストに基づいて、ＷＬＡＮＩＤリストから自身の識別子が除外されたか否かを知っ
てもよい。
【００９０】
　無線基地局１００は、アクセスポイント２００の識別子が除外されたＷＬＡＮＩＤリス
ト（すなわち、更新されたＷＬＡＮＩＤリスト）をＳＩＢによって自セル内の無線端末１
０に送信できる。無線基地局１００は、ＷＬＡＮＩＤリストからアクセスポイント２００
の識別子を除外したことをトリガとして、更新されたＷＬＡＮＩＤリストに自セル内の無
線端末１０に送信してもよい。
【００９１】
　なお、ＷＬＡＮＩＤリストから自身の識別子が除外されたアクセスポイント２００は、
無線端末１０が接続することを望まない原因が解消した場合（上述の除外理由がなくなっ
た場合）、当該アクセスポイント２００の識別子をＷＬＡＮＩＤリストに追加する追加要
求を無線基地局１００に送信してもよい。無線基地局１００は、追加要求に応じて、当該
アクセスポイント２００の識別子をＷＬＡＮＩＤリストに追加する。或いは、無線基地局
１００は、アクセスポイント２００の識別子を除外してから所定時間経過した場合に、除
外したアクセスポイント２００の識別子をＷＬＡＮＩＤリストに追加してもよい。なお、
当該所定時間を示す情報（例えば、タイマ、時刻など）は、アクセスポイント２００から
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の除外要求に含まれていてもよい。
【００９２】
　（第１実施形態のまとめ）
　第１実施形態では、無線基地局１００は、除外要求をアクセスポイント２００から受信
する。これにより、アクセスポイント２００の識別子が無線基地局１００から無線端末１
０に送信されるＷＬＡＮＩＤリストから除外され得る。無線端末１０は、ＷＬＡＮＩＤリ
ストから除外されたアクセスポイント２００に接続要求を送信しないため、無線ＬＡＮへ
の切替処理をアクセスポイント２００が望まない場合に、無線端末がアクセスポイント２
００へ接続要求を行うことを低減することができる。
【００９３】
　［第２実施形態］
　（第２実施形態に係る動作）
　次に、第２実施形態に係る動作ついて、図６を用いて説明する。図６は、第２実施形態
に係る動作を説明するための説明図である。上述した第１実施形態と同様の部分は、適宜
説明を省略する。
【００９４】
　第１実施形態は、無線端末１０の無線ＬＡＮへの切替処理を、アクセスポイント２００
が望まないケースであった。第２実施形態は、無線端末１０の無線ＬＡＮへの切替処理を
、無線基地局１００が望まないケースである。
【００９５】
　図６に示すように、無線基地局１００が管理するセルの第１カバレッジエリア１００内
に、アクセスポイント２００が存在する。また、第１カバレッジエリア１００Ａとアクセ
スポイント２００の第２カバレッジエリア２００Ａとの少なくとも一部が重複する。本実
施形態では、第２カバレッジエリア２００Ａの全てが、第１カバレッジエリア１００Ａと
重複する。
【００９６】
　図６に示すように、無線端末１０は、第１カバレッジエリア１００Ａ内に存在すると共
に、第２カバレッジエリア２００Ａ内に存在する。無線端末１０は、移動通信網において
待ち受け状態又は接続状態である。この場合において、無線端末１０が、移動通信網から
無線ＬＡＮへの切替処理を行うと判定したと仮定する。
【００９７】
　ステップＳ１０において、無線端末１０は、ＷＬＡＮＩＤリストの識別子によって示さ
れるアクセスポイント２００に接続要求（Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　ｒｅｑｕｅｓｔ）を
送信する。
【００９８】
　ステップＳ２０において、アクセスポイント２００は、無線端末１０からの接続要求に
応じて接続判定の要求（ＲＡＮ　ｄｅｃｉｓｉｏｎ　ｒｅｑｕｅｓｔ）を無線基地局１０
０に送信する。接続判定の要求は、無線端末１０がアクセスポイント２００に接続するこ
とを承認するか拒否するかの判定を無線基地局１００に要求するものである。
【００９９】
　接続判定の要求は、無線端末１０の識別子（ＵＥ　ＩＤ）を含む。アクセスポイント２
００は、複数の無線端末１０から接続要求を受信した場合、接続判定の要求は、複数の無
線端末１０の識別子（ＵＥ　ＩＤ）のリストを含んでもよい。
【０１００】
　また、接続判定の要求は、接続判定の要求の送信元であるアクセスポイント２００の識
別子を含む。
【０１０１】
　接続判定の要求は、アクセスポイント２００のスループットに関する情報、アクセスポ
イント２００の負荷に関する情報、及び、アクセスポイント２００の送信停止時間に関す
る情報の少なくともいずれかの情報を含んでもよい。これらの情報は、第１実施形態で説
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明した情報と同じ情報である。
【０１０２】
　なお、無線基地局１００は、接続判定の要求が必要な無線端末１０を指定する情報（例
えば、無線端末１０の識別子）及び接続判定の要求が必要な時間（例えば、８時から２０
時まで）を指定する指定情報をアクセスポイント２００に送信してもよい。アクセスポイ
ント２００は、指定情報に基づいて、接続判定の要求を送信する。
【０１０３】
　例えば、アクセスポイント２００は、接続要求を送信した無線端末１０の識別子が、指
定情報に含まれる無線端末１０の識別子と一致した場合に、接続判定の要求を送信する。
そうでない場合、アクセスポイント２００は、接続判定の要求を送信しない。或いは、ア
クセスポイント２００は、指定情報に含まれる時間内である場合、接続判定の要求を送信
する。そうでない場合、アクセスポイント２００は、接続判定の要求を送信しない。或い
は、アクセスポイント２００は、指定情報に含まれるタイマが満了する前である場合、接
続判定の要求を送信する。アクセスポイント２００は、指定情報に含まれるタイマが満了
した場合、接続判定の要求を送信しない。これによって、接続判定の要求の送信に基づく
シグナリングの増加を抑制できる。
【０１０４】
　接続判定の要求を受信した無線基地局１００は、無線端末１０のアクセスポイント２０
０への接続を承認するか拒否するかを決定する。無線基地局１００は、例えば、接続判定
の要求に含まれる情報に基づいて、無線端末１０のアクセスポイント２００への接続を承
認するか拒否するかを決定する。例えば、無線基地局１００は、負荷の大きさを示す情報
が閾値よりも低い場合は、無線端末１０のアクセスポイント２００への接続を承認すると
判定する。当該閾値は、無線基地局１００の負荷に応じて変動する閾値であってもよい。
或いは、無線基地局１００は、アクセスポイント２００のスループットが閾値よりも高い
場合は、無線端末１０のアクセスポイント２００への接続を承認すると判定する。当該閾
値は、自セル内の無線端末１０のＱｏＳに応じて変動する閾値であってもよい。
【０１０５】
　ステップＳ３０において、無線基地局１００は、接続判定の要求に対する応答（ＲＡＮ
　ｄｅｃｉｓｉｏｎ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ）をアクセスポイント２００に送信する。接続判
定の要求に対する応答は、無線端末１０の識別子（ＵＥ　ＩＤ）及び送信先のアクセスポ
イント２００の識別子（ＷＬＡＮ　ＡＰ　ＩＤ）を含む。なお、接続判定の要求が、複数
の無線端末１０の識別子のリストを含む場合、接続判定の要求に対する応答は、複数の無
線端末１０の識別子のリストを含む。
【０１０６】
　また、無線基地局１００が、無線端末１０のアクセスポイント２００への接続を承認す
る場合、接続判定の要求に対する応答は、接続承認（Ｐｅｒｍｉｔ）を示す。無線基地局
１００が、無線端末１０のアクセスポイント２００への接続を拒否する場合、接続判定の
要求に対する応答は、接続拒否（ｎｏｔ　ｐｅｒｍｉｔ）を示す。この場合、接続判定の
要求に対する応答は、接続拒否理由を示す情報を含む。
【０１０７】
　接続拒否理由は、例えば、以下の少なくともいずれかの理由（原因）である。
【０１０８】
　　・負荷バランシング（Ｌｏａｄ　ｂａｌａｎｃｉｎｇ）
　　・アクセスポイント２００が所定時間内に送信を停止する（Ｔｕｒｎ　ｏｆｆ　ｐｌ
ａｎ）
　　・無線端末１０のハンドオーバ手順が実行中である（Ｏｎｇｏｉｎｇ　ＨＯ　ｓｅｑ
ｕｅｎｃｅ）
　　・アクセスポイント２００のスループットが十分でない（Ｎｏｔ　ａｖａｉｌａｂｌ
ｅ　ｓｕｆｆｉｃｉｅｎｔ　ｔｈｒｏｕｇｈｐｕｔ）
【０１０９】
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　なお、負荷バランシングは、アクセスポイント２００の負荷が高い場合であってもよい
し、無線基地局１００の負荷が低い場合であってもよい。
【０１１０】
　また、例えば、無線基地局１００が、アクセスポイント２００の送信停止時間を制御し
ている（アクセスポイント２００は送信停止時間を知らない）ケースにおいて、接続拒否
理由は、アクセスポイント２００が所定時間内に送信を停止するという理由を示す。
【０１１１】
　また、無線端末１０のハンドオーバ手順が実行中である場合に、接続拒否をする理由と
して、無線端末１０は、ハンドオーバ後の無線基地局１００の判定パラメータに基づいて
、切替処理の判定を行うことが望ましいためである。なお、ハンドオーバシーケンス中に
おいて、ソース基地局となる無線基地局１００は、ターゲット基地局となる無線基地局１
００の判定パラメータを無線端末１０に設定可能である。
【０１１２】
　ステップＳ４０において、接続判定の要求に対する応答を受信したアクセスポイント２
００は、無線端末１０からの接続要求に対する応答（Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　ｒｅｓｐ
ｏｎｓｅ）を無線端末１０に送信する。アクセスポイント２００は、接続判定の要求に対
する応答に応じて、接続要求の承認又は接続要求の拒否のいずれかを示す接続要求に対す
る応答を送信する。接続要求に対する応答が、接続要求の拒否を示す場合、接続要求に対
する応答は、Ｓｔａｔｕｓ　Ｃｏｄｅ　ｆｉｅｌｄにおいて、拒否理由を示す情報を含む
。この拒否理由は、接続判定の要求に対する応答に含まれる接続拒絶理由に基づく。例え
ば、拒否理由は、接続判定の要求に対する応答に含まれる接続拒絶理由と同一である。
【０１１３】
　接続要求に対する応答に含まれる拒否理由は、例えば、以下の少なくともいずれかの理
由（原因）である。
【０１１４】
　　・負荷バランシング（Ｌｏａｄ　ｂａｌａｎｃｉｎｇ）
　　・アクセスポイント２００が所定時間内に送信を停止する（Ｒｅａｄｙ　ｆｏｒ　ｅ
ｎｅｒｇｙ　ｓａｖｉｎｇ（又はＴｕｒｎ　ｏｆｆ　ｐｌａｎ））
　　・無線端末１０のハンドオーバ手順が実行中である（Ｏｎｇｏｉｎｇ　ＨＯ　ｓｅｑ
ｕｅｎｃｅ）
　　・アクセスポイント２００のスループットが十分でない（Ｎｏｔ　ａｖａｉｌａｂｌ
ｅ　ｓｕｆｆｉｃｉｅｎｔ　ｔｈｒｏｕｇｈｐｕｔ）
【０１１５】
　この拒否理由は、接続判定の要求に対する応答に含まれる接続拒絶理由と同じ表現であ
ってもよいし、接続拒否理由と異なる理由であってもよい。従って、アクセスポイント２
００は、接続判定の要求に対する応答に含まれる接続拒否理由を変更して、変更された接
続拒否理由を接続要求に対する応答に含めてもよい。例えば、アクセスポイント２００は
、無線基地局１００からの接続拒否理由が「Ｔｕｒｎ　ｏｆｆ　ｐｌａｎ」を示す場合、
拒否理由として「Ｒｅａｄｙ　ｆｏｒ　ｅｎｅｒｇｙ　ｓａｖｉｎｇ（エナジーセービン
グのための準備）」を含む接続要求に対する応答を無線端末１０に送信してもよい。
【０１１６】
　接続要求の承認を示す接続要求に対する応答を受信した無線端末１０は、アクセスポイ
ント２００へ接続するための処理を開始する。
【０１１７】
　一方、接続要求の拒否を示す接続要求に対する応答を受信した無線端末１０は、例えば
、拒否理由に応じた動作を行うことができる。例えば、負荷バランシングが拒否理由であ
る場合、無線端末１０は、接続要求を送信することを止めることができる。アクセスポイ
ント２００が所定時間内に送信を停止すること及びアクセスポイント２００のスループッ
トが十分でないことが拒否理由である場合、無線端末１０は、他のアクセスポイント２０
０へ接続要求を送信できる。無線端末１０のハンドオーバ手順が実行中である場合、無線
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端末１０は、ハンドオーバ手順が終了した後に、ターゲット基地局の判定パラメータに基
づいて切替処理の判定をすることができる。
【０１１８】
　（第２実施形態のまとめ）
　第２実施形態では、無線基地局１００は、無線端末１０からのアクセスポイント２００
への接続要求に応じてアクセスポイント２００から送信される接続判定の要求を受信する
。無線基地局１００は、接続判定の要求に対する応答をアクセスポイント２００に送信す
る。アクセスポイント２００は、接続要求に対する応答を無線端末１０に送信する。無線
基地局１００は、無線端末１０がアクセスポイント２００へ接続することを拒否する場合
、接続判定の要求に対する応答に、接続拒否理由を示す情報を含ませる。接続要求に対す
る応答は、無線基地局１００から受信した接続拒否理由に基づく拒否理由を示す情報を含
む。これにより、アクセスポイント２００は、接続要求に対する応答に無線基地局１００
が接続拒否をした理由を含めることができる。このため、無線ＬＡＮへの切替処理を、無
線基地局１００が望まない場合であっても、無線端末１０は、無線基地局１００の接続拒
否理由を知ることができる。その結果、無線端末１０は、拒否理由に基づいて、接続要求
を送信するか否かを判断できるため、無駄な接続要求を行うことを低減可能である。
【０１１９】
　［その他の実施形態］
　本出願の内容を上述した各実施形態によって説明したが、この開示の一部をなす論述及
び図面は、この出願の内容を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当
業者には様々な代替実施形態、実施例及び運用技術が明らかとなろう。
【０１２０】
　上述した各実施形態では、アクセスポイント２００が無線基地局１００と上述したシグ
ナリングの送受信を行っていたがこれに限られない。例えば、（複数の）アクセスポイン
ト２００を制御するアクセスコントローラ（ＡＣ）が、無線基地局１００と上述したシグ
ナリングの送受信を行ってもよい。例えば、第１実施形態において、ＡＣが、複数のアク
セスポイント２００の代わりに、除外要求を無線基地局１００に送信してもよい。この場
合、除外要求は、アクセスポイント２００の識別子のリスト（例えば、ＢＳＳ　ＩＤ　ｌ
ｉｓｔ、ＥＳＳ　ＩＤ　ｌｉｓｔなど）を含んでもよい。また、第２実施形態において、
接続判定の要求は、ＡＣを経由して、無線基地局１００に送信されてもよい。また、接続
判定の要求に対する応答は、ＡＣを経由して、アクセスポイント２００に送信されてもよ
い。
【０１２１】
　上述した第１実施形態において、アクセスポイント２００は、無線端末１０からの接続
要求をトリガとせずに、除外要求を無線基地局１００に送信してもよい。例えば、アクセ
スポイント２００が、無線端末１０による移動通信網から無線ＬＡＮへの切替処理を望ま
ない場合（例えば、アクセスポイント２００の負荷が既に閾値を超えている場合）に、除
外要求を無線基地局１００に送信してもよい。アクセスポイント２００は、切替処理を望
まないと判定したことをトリガとして、除外要求を無線基地局１００に送信してもよい。
【０１２２】
　上述した第２実施形態において、接続要求に対する応答は、無線基地局１００の接続拒
否理由を含んでいたが、アクセスポイント２００が、無線基地局１００から接続拒否理由
を受信していない場合（アクセスポイント２００が、無線基地局１００に対して、接続判
定を要求せずに独自で判断する場合等）、接続要求に対する応答は、アクセスポイント２
００における接続拒否理由を含んでもよい。
【０１２３】
　上述した第２実施形態において、無線基地局１００が管理するセルの第１カバレッジエ
リア１００内に、アクセスポイント２００が存在していたが、これに限られない。第１カ
バレッジエリア１００Ａと第２カバレッジエリア２００Ａとの一部が重複する場合に、無
線端末１０、無線基地局１００及びアクセスポイント２００は、第２実施形態に係る動作
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【０１２４】
　上述した第２実施形態において、無線基地局１００は、接続判定の要求を受ける前に、
接続拒否を示す情報をアクセスポイント２００に予め送信してもよい。例えば、無線基地
局１００は、アクセスポイント２００の送信停止時間を知っている場合、接続拒否を示す
情報をアクセスポイント２００に予め送信することによって、シグナリングの増加を抑制
できる。
【０１２５】
　上述した第２実施形態において、無線基地局１００は、無線端末１０のアクセスポイン
ト２００への接続を拒否する（すなわち、接続判定の要求に対する応答は、接続拒否理由
を示す情報を含む）場合、ＷＬＡＮＩＤリストから当該アクセスポイント２００の識別子
を除外（削除）してもよい。この場合、無線基地局１００は、当該アクセスポイント２０
０の識別子が除外されたＷＬＡＮＩＤリストをＳＩＢによって自セル内の無線端末１０に
送信してもよい（第１実施形態参照）。
【０１２６】
　実施形態では特に触れていないが、無線端末１０、無線基地局１００及びアクセスポイ
ント２００のいずれかが行う各処理をコンピュータに実行させるプログラムが提供されて
もよい。また、プログラムは、コンピュータ読取り可能媒体に記録されていてもよい。コ
ンピュータ読取り可能媒体を用いれば、コンピュータにプログラムをインストールするこ
とが可能である。ここで、プログラムが記録されたコンピュータ読取り可能媒体は、非一
過性の記録媒体であってもよい。非一過性の記録媒体は、特に限定されるものではないが
、例えば、ＣＤ－ＲＯＭやＤＶＤ－ＲＯＭ等の記録媒体であってもよい。
【０１２７】
　或いは、無線端末１０、無線基地局１００及びアクセスポイント２００のいずれかが行
う各処理を実行するためのプログラムを記憶するメモリ及びメモリに記憶されたプログラ
ムを実行するプロセッサ）によって構成されるチップが提供されてもよい。
【０１２８】
　各実施形態では、移動通信網としてＬＴＥを例示した。しかしながら、実施形態はこれ
に限定されるものではない。移動通信網は、通信キャリアによって提供されるネットワー
クであればよい。従って、移動通信網は、ＵＭＴＳ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ
　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｙｓｔｅｍ）であってもよく、ＧＳＭ（登
録商標）であってもよい。
【０１２９】
　なお、日本国特許出願第２０１４－２２７４４０号（２０１４年１１月７日出願）の全
内容が、参照により、本願明細書に組み込まれている。
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